
自治会連合会定例会（12 月）
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浦 安 市 民 憲 章

豊かな伝統と美しい人情に恵まれた浦安市民は互いに手をとりあい、やすらぎ

のある緑と健康の海浜都市をめざす全市民の願いをこめてこの市民憲章を定め

ます。

１．近隣を大切にし、思いやりのあるあたたかいまちにしましょう。

１．自然を大切にし、緑あふれる明るいまちにしましょう。

１．教養を高め、豊かな文化を育てうるおいのあるまちにしましょう。

１．勤労を尊び、健康で若さあふれるまちにしましょう。

１．善意を尊び、笑顔といたわりで心のふれあうまちにしましょう。

（昭和５６年４月１日制定）
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議題１ 令和５年度浦安市自治会連合会表彰式及び

新年懇親会について

浦安市自治会連合会表彰規程第３条第１項第１号～第３号該当者には感謝状、

第４号、第５号該当者には表彰状を授与いたします。

表彰式においては、出席された被表彰者全員のお名前を読み上げる予定です。

なお、感謝状及び表彰状は、それぞれ１名に代表受領をしていただきます。

また、表彰式終了後に同会場にて新年懇親会を開催します。

記

① 日 時 令和６年１月 21 日（日）午前 11 時 00 分～

② 場 所 オリエンタルホテル東京ベイ ３階 オリエンタル

※参加申込みをしていない方は、当日参加できません。

③ 出 席 者 自治会員 32 名（うち被表彰者 ８名）

14 自治会（令和５年 12 月 11 日現在）

※参加申込みをしていない方は、当日参加できません。

④ 支 払 期 限 令和５年 12 月 15 日（金）

※令和６年１月 16 日（火）正午以降のキャンセルにつきましては

ご返金できません。

⑤ 別紙「被表彰者一覧」について

11 月の定例会（令和５年 11 月８日開催）でご案内いたしました「自治会連合会表彰式

（令和６年 1 月 21 日実施予定）」における表彰対象者につきまして、別紙「被表彰者一覧」

のとおりとなります。記載事項（特に氏名の漢字及びふりがな）に相違がないかご確認いた

だき、以下のとおりご回答いただきますようお願いいたします。なお、別紙「被表彰者一覧」

につきましては、会場出席の方には配布、欠席の方には 12 月 14 日（木）郵送予定です。

＜振込先＞

京葉銀行 浦安支店（店番号１６１）

普通口座 ６６５９１９５

浦安市自治会連合会 会計 宇田川義晴

ｳﾗﾔｽｼｼﾞﾁｶｲﾚﾝｺﾞｳｶｲ ｶｲｹｲ ｳﾀﾞｶﾞﾜﾖｼﾊﾙ
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１．別紙「被表彰者一覧」について

① 修正の有無にチェックを入れてください。

② メール・ＦＡＸ・地域振興課窓口のいずれかで、

令和５年 12 月 18 日（月）までにご提出ください。（＊当初の期日から延長してい

ます。）

※ 修正の有無に関わらずご提出ください。

２．「浦安市自治会連合会表彰式及び新年懇親会申込書(11 月定例会で配布)」について

① 未提出の場合、「●表彰対象者の氏名」以外の項目をご記入ください。

② Google フォーム・メール・ＦＡＸ・地域振興課窓口のいずれかで、

令和５年 12 月 18 日（月）までにご提出ください。（＊当初の期日から延長してい

ます。）

浦安市自治会連合会表彰規程（抜粋）

（表彰）

第３条 表彰は、次の各号に該当する者に対して行う。

(1) 連合会会長・副会長・幹事・会計監査及び会計・庶務の職を退職した者。

(2) 各地区の自治会長を勤続２年以上で退職した者。

(3) 役員（役員会への参加が求められる役職）を勤続４年以上で退職した者。

(4) 班長以上の役員の勤続期間が６年以上となる者。以後６年ごとに同様とする。

(5) その他特に、連合会会長が表彰することが適当であると認めた者。

２ 前項第１号から第３号までに規定する「退職した者」とは、前年度中に退職した

者をいう。

（表彰の授与）

第４条 表彰は、次の各号によって行う。

(1) 前条第１項第１号から第３号までに該当する者については、感謝状と記念品

の授与によりこれを行う。

(2) 前条第１項第４号及び第５号に該当する者については、表彰状と記念品の授

与によりこれを行う。


